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分科会の設置について 
 
１．会議体の位置づけ 
（１）桑名市かわまちづくり協議会 

桑名市かわまちづくり協議会は、R3.10 に桑名市により設⽴され、⽂化・歴史資源や開放的な⽔辺景観
などの魅⼒資源を最⼤限に活⽤し、公⺠連携による持続可能な賑わいの実現を指している。その主な所掌
は、設置要綱第 2 条に記されるとおり、「⺠間が主体となる⽔辺空間や公園空間等における⾃由で多様な
活⽤に関すること」、「⺠間主導の活動⽀援のための施設整備に関すること」などである。分科会が設置され
た場合には、協議会は、分科会からの事業提案を受け、事業の承認機関として位置づけられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）分科会（案） 
分科会は、事業の実施のために設置することができる。今回提案する分科会は、かわまちづくり協議会が掲

げる「公⺠連携による持続可能な賑わいの実現」に向けて、「⽔辺空間や公園空間等における⾃由で多様な
活⽤」を進めるにあたって、⽔辺空間や公園空間利⽤時の利⽤ルール等を検討し、互いに連携・調整する場
となる分科会とする。（今後も⽬的に合わせて、分科会を設置） 

 
 
 
 
 
 
 

 
＜設置する分科会の概要＞ 
分科会名称案：ミズベリング会議（利⽤調整分科会） 
設置⽬的  ：利⽤⼿続きの煩雑さや各種規制などの課題解決を⽬指し、取り組みの実⾏部隊として、

社会実験等を通じて、⽔辺空間や公園空間利⽤時の利⽤ルール等を検討し、互いに連
携・調整する場を提供することを⽬的とする。 

分科会メンバー：委員会に参加する機関、及び機関から推薦を受けた者で構成する。 
（取り組み内容に応じて、適宜、メンバー参加を認めるものとする。）  
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＜地域の合意＞ 
かわまちづくり協議会において、分科会、もしくは、協議会委員からの提案を受け事業承認することによ

り、地域の合意をはかっていくものとする。そのイメージを図 1 に⽰す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 地域の合意形成のイメージ 
 
 
（３）事業スキーム（案） 

今後、桑名市かわまちづくりを推進していく上での事業スキーム（案）を図 2 に⽰す。本スキーム案は、桑名
市かわまちづくり協議会等が実施する当⾯の社会実験を実施する際に適⽤するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 事業スキーム（案） 
 
 
 
 


